
発色剤 (亜硝酸根) の食肉製品への使用量は食品衛生
法施行規則において成分規格基準値が規定されている.
ボンレスハムの成分規格検査において, 発色剤 (亜硝酸
根) が0.073g/kg検出 (使用基準は0.070g/kg以下) され,
残品を再検査したところ0.045～0.058g/kgと亜硝酸根の
残存量にバラツキ (CV14.7％) が見られ, その原因と
して当該品の製造工程に問題のあることが疑われた.
ボンレスハム製造所の調査を行ったところ, 製品中の

亜硝酸根の残存量がバラツク原因は, 製造工程中の塩漬
が肉塊に針で傷をつけながら塩漬剤に漬け込む方法 (イ
ンジェクト法) ではなく, 樽に肉塊を並べて塩漬剤に漬
け込む方法 (非インジェクト法) によって行われていた
ためであると考えられた. 非インジェクト法でボンレス
ハムに均等に亜硝酸根を添加することは困難で, 原料生
肉全体に対する亜硝酸根の添加量が適正であっても, 加
工後の製品は部位によってその残存量がバラツキ, 基準
値外の結果をもたらすことが懸念される.
そこで, 本法によるボンレスハム製造工程における亜

硝酸根の挙動を把握し, 製品中の亜硝酸根を基準内に留
める方策を見出すために本調査を実施した.
検査材料は, 前述した検査において基準値外の亜硝酸

根が検出されたものと同一ロットのボンレスハム1検体
の5部位 (表1), 新たなボンレスハムの製造工程別に採
取したＡ～Ｅの5検体の各々5～6部位 (表1および図1)
とした. ただし肉質によるバラツキを防ぐため, 新たに
製造するボンレスハムに使用する原材料生肉は同一豚の
もも肉とし, さらに製品の亜硝酸根残存量が基準値外に
なることを避けるために, 塩漬剤 (図1) を前述の収去

品の20％減で製造することとした. これら検体中の亜硝
酸根の検査は, 食肉製品の成分規格検査法に従った.
ボンレスハムの製造工程の概要および亜硝酸根の検査
結果を図1および表1に示した.

亜硝酸根の残存量が基準値であった当該品と同一ロッ
トの製品は, 各々の部位から亜硝酸根が0.062～0.080g/
kg検出され, 2部位において基準値外で当該品と同様の
結果であった. 製造工程の過程で採取した各検体におい
ても, 亜硝酸根残存量は中心部よりも末端部で高く, 非
インジェクト法による製造法から予想されたとおり部位
によりかなりのバラツキがみられた.
また, 原料生肉の厚さによって亜硝酸根残存量にかな
りの差がでることが確認され, 薄手生肉使用製品 (サン
プルＥ) において高い残存量を示した. これは, 肉を重
ね合わせた部分の隙間からも塩漬液が浸透したためと考
えられる.
製造工程では, 塩漬終了直後の検体 (サンプルＢ) に
おいて予想されたことではあるが, 水洗をする前で塩漬
剤が表面に付着しているため亜硝酸根の残存量は高い値
を示した. 塩漬後, 水洗を省略した場合および通常通り
30分水洗した場合に関しては, 製品 (サンプルＣ, Ｄ)
における各部位の亜硝酸根の残存量にほとんど差は見ら
れなかった. 半製品 (サンプルＢ) が製品 (サンプルＣ,
Ｄ, Ｅ) になる工程で亜硝酸根が減少する要因は, 塩漬
後の水洗ではなく燻煙および燻煙後のボイル加熱による
ことが確認された. なお製造工程は食品衛生監視指針
(神奈川県衛生部編) に即しており, 特に問題は見られ
なかった.
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ボンレスハムの製造工程

  サンプルA ……… 原材料（豚もも肉）

        

            漬け込み（合成樹脂製樽）   非ｲﾝｼﾞｪｸﾄ法による塩漬

                漬込液  塩漬剤 320g   通常は 400g 使用

               NO2濃度       成分：亜硝酸Na 7.5% 

               推定値：          ポリリン酸Na 5.0%

                1.3ｇ/L          食品素材 87% 

                     砂糖 900g

                     食塩 1.1kg

                       水  10L

 サンプルB………………

   

            水洗30 分

            ケーシング後冷蔵庫保存

            薫煙 6 時間以上

            ボイル加熱 2 時間以上

            包装（真空パック詰め）

  サンプルD,E……   製品       製品     ……サンプルC
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製品等の亜硝酸根検査結果

NO2（g/kg）
検体の区分 検体の種類

塩漬後

の水洗
熱処理

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6

製品
当該品

同一ロット
有 燻煙・ﾎﾞｲﾙ 0.073 0.064 0.065 0.080 0.062  

原料生肉 サンプルＡ  0.0001（Blank）

半製品  サンプルＢ 無 燻煙・ﾎﾞｲﾙ 0.209 0.176 0.026 0.045 0.133  

塩漬液
塩漬液（塩

漬後） ※7

  0.192 （g/L） ※8

サンプルＣ 無 燻煙・ﾎﾞｲﾙ 0.057 0.052 0.038 0.045 0.051  製品（通常

生肉使用）

サンプルＤ 有 燻煙・ﾎﾞｲﾙ 0.052 0.050 0.032 0.042 0.039 0.048 

製品（薄手

生肉使用）
サンプルＥ 有 燻煙・ﾎﾞｲﾙ 0.062 0.064 0.051 0.045 0.060  

検体表面積の概算値(ｃｍ２
) 240 240 0 160 320 480 

検体量      (ｇ) 200 200 50 150 400 500 

検体１0ｇに含まれる表面積量(ｃｍ２
) 12.0 12.0 0 10.6 8.0 9.6 

※1                      ※2                       ※3

       

※4                      ※5                       ※6

         

※1～※6 は検査時の検体採取部分（ただし※３は中心部を採取）

※7 塩漬液（塩漬前）は亜硝酸ナトリウムの使用量を通常時（収去時）の20％減で調製

※8 塩漬液（塩漬前）のNO2濃度は 1.3 g/L（推定値）



今回の調査では塩漬剤を従来の20％減で製造したとこ
ろ, 製品中の亜硝酸根残存量は0.032～0.052g/kgとなっ
た. また使用する肉の厚さが薄い物では0.045～0.062g/
kgと高く, 従来の塩漬剤の量で製造していたと仮定し
た場合の予測値ではあるが, 通常生肉1塊で製造した製
品は最大0.065g/kg, 薄手生肉数枚を成型して製造した
物では最大0.078g/kgとなり, 部位によっては基準値を
超えてしまっていたと予想される. 従ってボンレスハム
の亜硝酸根過量を未然に防止するためには, 図1に示し
たような非インジェクト法による製造工程において, 塩
漬剤使用量を従来量の20％以上減ずる必要性があると考
える. しかし, 本製造工程中の塩漬 (漬込) によって肉
塊に吸収される亜硝酸根の量は. 使用される肉塊の総表
面積の大小や肉質がバラツキに影響を与える可能性があ
るため均一にはならない. つまりボンレスハムは全てが

可食部であり, 仮に全体を均一にしてサンプリングした
検体の亜硝酸根が使用基準以下だったとしても部位によ
り基準を超えるものがあり得るという問題は残る. 非イ
ンジェクト法のような製造工程をとる食肉製品製造業者
には, 行政から業者に対して塩漬剤の使用量等に関する
適切な指導・助言を行っていくことが大切であると思わ
れる.
今回の亜硝酸根の調査より, 検査と行政の連携は食の
安全と安心確保のためにこれからも必要不可欠であると
考える.

本調査を実施するにあたり協力いただきました茅ヶ崎
保健福祉事務所食品衛生課に深謝いたします.

(平成16年7月28日受理)
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